
1,405,668

18年度の人件費率

軽米町の給与・定員管理等について

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

千円 千円 ％

162,520

人件費率

空欄としている事項については後日掲載予定です。

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す
　　　　指数です。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
　　　　のです。

25.0

実質収支

(19年度末) B
区 分

区　分

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

B/A

11,098 5,629,104

84,353

（参考）

19年度
25.0

人 件 費

人

住民基本台帳人口

千円

歳 出 額

A

％

(参考)類似団体平均

一人当たり給与費

　一人当たり

　給与費　 B/A

      ２　職員数は、平成19年4月1日現在の人数です。

（３）特記事項

給　　　　　　　与　　　　　　　費職員数

千円人

　　  計　　B給料

241,273

職員手当

千円

期末・勤勉手当

（４）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

千円

5,833
19年度

141

A

千円

6,387900,577

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

千円 千円

574,951

(H15)
94.0

(H15)
95.9

(H15)
95.7 (H20)

94.2(H20)
93.2(H20)

91.8

80

90

100

軽米町 類似団体平均 全国町村平均
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－－

－ －

－

－308,279 円 300,830 円

岩 手 県

類似団体

320,623 円284,679 円 －

－

国 － － －

49.1 歳 11 人 287,299 円

48.9 歳 4,784 人

218,400 円 1.42

46.8 歳 371 人 315,631 円 351,244 円 － －

310,706 円

5 人

技能労務職

一般行政職

129,200 円

327,461 円

軽　米　町

－

137,200 円

129,200 円中 学 卒

172,200 円

140,100 円

高 校 卒

高 校 卒

172,200 円

140,100 円

318,620 円 333,580 円54.0 歳 335,734 円

313,342 円 調理師

137,200 円

大 学 卒

区　　　分

1.52

41.6 歳うち調理員 51.8 歳 2 人 304,850 円

岩手県

47.5 歳 351,168 円

387,506 円

340,919 円

平均給与月額

405,549 円

401,409 円 372,957 円

平均給料月額

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

平均給与月額

②技能労務職

※

国

（注）１　「平均給料月額」とは、平成20年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など
　　　　の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等
　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

うち調理員

5,510,753 円

※

（Ａ）

（２） 職員の初任給の状況（平成20年4月1日現在）

306,450 円

軽 米 町

うち用務員

うち自動車運転手 47.1 歳

※

3 人 282,700 円

172,200 円

140,100 円

137,200 円

－

－

382,692 円

平均年齢

①一般行政職

－

民　　間

225,900 円

－

自家用自動車運転手 50.2 歳 215,000 円

用 務 員 53.9 歳

岩　手　県

352,770 円

区分
（国ベース）

国 325,113 円

363,810 円

41.1 歳

325,488 円

42.8 歳

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成20年4月1日現在）

軽米町

平均給与月額
平均給料月額

公　務　員

民間データは、賃金構造基本統計調査において公表
されているデータを使用しています。
（平成17年～19年の3ヶ年平均）

1.48

－

類似団体 43.8 歳

51.5 歳 10 人

軽 米 町

うち用務員

うち自動車運転手

区　　分

参 考

平均年齢 職員数

305,090 円 327,169 円 322,387 円 －

Ａ／Ｂ
平均給与月額

（国ベース）

平均給与月額

（Ｂ）

対応する民間
の類似職種

平均年齢

3,227,400 円

2,818,500 円

3,012,200 円

年収ベース（試算値）の比較

1.71

1.71

－

民間

（Ｄ）

5,154,923 円

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、
年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一
致しているものではありません。

年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」の
データは、それぞれ平均給与月額を12倍したもの
に、公務員においては前年度に支給された期末・勤
勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与
の額を加えた試算値です。

区　　分

5,286,519 円

参　　　考

1.88

Ｃ／Ｄ

－

公務員

（Ｃ）
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一般行政職

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年4月1日現在）

課長補佐、主任主査

５級

４級

構成比

技能労務職

（注）１　軽米町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

３級 主任、主査

10.7 ％10 人

7 人

３　一般行政職の級別職員数等の状況

２級

標準的な職務内容

高 校 卒

301,300 円

268,200 円

254,600 円

経 験 年 数 15 年経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 20 年区　　　   分

大 学 卒

37 人

7.5 ％

29 人

人事評価が未実施であるため、昇給区分に差を設けていません。

課長、担当主幹

（注）平成18年に8級制から6級制に変更しています。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）

（２）昇給への勤務成績の反映状況

高 校 卒

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成20年4月1日現在）

5.4 ％

中 学 卒 194,400 円

区　　分

１級

職員数

5 人

主事補、技師補、主事、技師

課長、担当主幹

229,500 円

5.4 ％

203,600 円

31.2 ％

39.8 ％

224,200 円

330,800 円

304,700 円

5 人

主事、技師

６級

262,900 円

253,000 円

236,600 円

１級
5.4%

１級
2.1%

１級
0.9%

２級
5.4%

２級
5.2%

２級
5.4%

３級
39.8%

３級
45.9%

３級
5.4%

４級
31.2%

４級
30.2%

４級
18.0%

５級
10.7%

５級
8.3%

５級
30.7%

６級
7.5%

６級
8.3%

６級
22.5%

７級
13.5%

８級
3.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成20年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

軽　　　　　米　　　　　町

（１） 期末手当・勤勉手当

軽　　　米　　　町

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算   　5～20％

（加算措置の状況）

(0.75)月分

（加算措置の状況）

(1.6)月分

 勤続２０年

33.50月分 41.34月分

23.50月分

59.28月分

 勤続２５年

 最高限度額

30.55月分

国

30.55月分

・定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

 その他の加算措置 その他の加算措置

・管理職加算　10～25％

勧奨・定年

 勤続３５年 47.50月分

23.50月分 勤続２０年

59.28月分

 勤続２５年 33.50月分 41.34月分

 最高限度額

47.50月分 勤続３５年

59.28月分

・定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

22,581 千円

(1.6)月分

3.0 月分 1.45 月分 3.0 月分

（19年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

４　職員の手当の状況

－

岩　　　手　　　県

期末手当

（19年度支給割合）（19年度支給割合）

期末手当

1,704 千円

　１人当たり平均支給額（19年度）

国

　１人当たり平均支給額（19年度）

1,790 千円

(0.75)月分

1.50 月分

59.28月分 59.28月分

　人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一律支給しています。

（加算措置の状況）

(1.6)月分

1.50 月分

(0.75)月分

・役職加算   　5～20％

3.0 月分

自己都合 勧奨・定年

59.28月分

 １人当たり平均支給額

勤勉手当

・役職加算　5～10％

勤勉手当

（支給率） 自己都合

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

・管理職加算　15～25％

（支給率）

（２）退職手当（平成20年4月1日現在）

職務の級による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
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区　　　　　　　　　　分

日額 300円

現地において用地の買収の
ための交渉の業務

25,540 千円

月額
（給料月額の1％～7％）

日額 300円

老人ホーム入所者の看護等

162 千円154 千円

平成19年度 平成18年度

地域整備課に勤務する職員

27,764 千円

（３）特殊勤務手当（平成20年4月1日現在）

（４）時間外勤務手当

支給実績（平成19年度決算）

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算）

8 種類

往診手当 医師

日額 250円

徴収手当 税務会計課に勤務する職員

特別養護老人ホームに勤務
する職員

診療所等に勤務する助産
師、看護師、准看護師

特殊自動車運転作業手当 地域整備課に勤務する職員

1回 1,240円～6,800円

道路交通法施行規則（昭和
35年総理府令第60号）第2条
の表に掲げる特殊自動車又
はこれに準ずると認められ
る自動車の運転作業

正規の勤務時間による勤務
の一部又は全部が深夜にお
いて行われる看護等の業務

※社会福祉施設勤務手当

支給実績

医師手当

夜間看護手当

用地交渉手当

町税等の徴収にかかる業務 日額 250円

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成19年度）

2,385 千円

月額 1,137,000円

108,426 円

13.3 ％

往診料の100分の100

医事に関する調査及び試験
研究

診療所に勤務する医師

往診

感染症等の疑いのある患者
等の救護、感染症等の病原
体に汚染された物件の処理
作業、感染症等の疑いがあ
る家畜に対する防疫作業等
の業務

防疫作業手当 防疫に従事する職員

職員１人当たり平均支給年額

　※社会福祉施設勤務手当は、平成19年度をもって廃止しました。
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11月から翌年3月までの間
現に支給地域に居住する
職員に対して支給されま
す。（月額：7,360円～
17,800円）

国の制度
との異同

11,127 千円

－

国では「在勤する官
署」の地域に応じて
支給されますが、本
町では「居住する」
地域に応じて支給さ

れます。

交通用具等使用者に
係る使用距離区分及
び支給額が異なりま
す。

－

自宅居住者に係る手
当額が国は、2,500
円

27,849 千円

7,079 千円

262,722 円

月額：給料月額×
　　　　25/100以下

扶養親族のある職員に支
給されます。（月額：配偶
者13,000円、その他の者1
人当たり6,500円～11,000
円）

平均支給年額
国の制度との異同

と異なる内容
支給実績

（19年度決算）
（19年度決算）

宿日直手当

支給職員１人当たり

休日勤務手当

243,021 円

24,085 円

6,123 円

67,434 円

508 千円

158,900 円

63,205 円

－ －

3,337 千円

3,888 千円

賃貸住宅居住者及び自宅
居住者等に支給されます。
（月額：賃金住宅居住者
27,000円以下、自宅居住
者3,000円）

530 千円

同じ

（５）その他の手当（平成20年4月1日現在）

初任給調整手当

単身赴任手当

異なる

異なる

異なる

同じ

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給されます。
（月額：給料月額×18/100
以下）

医師、歯科医師として新た
に採用された職員に対して
支給されます。（月額：
307,900円以下）

異動等に伴い、住居を移
転し、やむを得ず配偶者と
別居することとなった職員
に対して支給されます。
（月額：23,000円、交通距
離により加算有り）

同じ

同じ

通勤のために交通機関を
利用し、又は交通用具等
を使用している職員に支
給されます。（月額：交通
機関利用者70,000円以
下、交通用具等使用者
25,000円以内）

内容及び支給単価手　当　名

扶養手当

管理職手当

通勤手当

住居手当

休日に勤務することを命ぜ
られた職員に対し支給され
ます。（1時間：勤務1時間
当たりの給与額の
135/100）

異なる

同じ

寒冷地手当

宿直又は日直勤務するこ
とを命ぜられたときに支給
されます。（勤務1回：4,200
円）
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／

／

／

／

／

報
酬

給
料

勤務1回：
4,000円～18,000円

副 町 長

（参考）類似団体における最高／最低額

副 議 長

議 員

　　　任期毎

町 長

区　　　分 給 料 月 額 等

380,800 円

173,000 円

223,000 円

860,000 円

219,000 円

136,861 円1,095 千円

385,000 円

－－

５　特別職の報酬等の状況（平成20年4月1日現在）

　　　任期毎

　　（算定方式）

　　（20年度支給割合）

副 町 長 　522,000円×在職月数×0.245

町 長 　628,000円×在職月数×0.425

　（支給時期）

152,000 円

3.35月分

12,811 千円

6,139 千円

269,000 円

326,000 円

250,000 円

同じ

国の制度
との異同

国の制度との異同
と異なる内容

628,000 円

異なる

522,000 円 679,000 円

　　（20年度支給割合）

（注）１　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた
　　　　場合における退職手当の見込額です。

（1期の手当額）

管理又は監督の地位にあ
る職員が週休日又は休日
等に勤務した場合に支給
されます。（勤務1回：4,000
円）

議 長

町 長

副 町 長 3.35月分

議 員

副 議 長

195,000 円

262,000 円議 長

期
末
手
当

管理職員
特別勤務手当

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午
後10時から翌日の5時まで
の間に勤務することを命ぜ
られている職員に対して支
給されます。（1時間：勤務
1時間当たりの給与額の
25/100）

手　当　名 内容及び支給単価

退
職
手
当

支給実績
（19年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（19年度決算）
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142

[ 218 ］

退職者不補充

119.39人)（類似団体の人口１万人当たり職員数

（各年４月１日現在）

135 △ 7 人口１万人当たり職員数

人口１万人当たり職員数 98.22 人

121.64 人 

13

企業誘致推進スタッフの充実

小　　　計

＜参考＞

他課との業務連携

4

△ 1

36

△ 1

8

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

業務の見直し

業務の見直し

△ 2

13

へき地保育園、児童館の運営の見直し

対前年
増減数

職　　員　　数
主な増減理由

0

30

△ 1

６　職員数の状況

平成19年

総　　　務

9

△ 2

03

△ 6109

26

3

教　育　部　門

土　　　木

税　　　務

民　　　生

115

5

△ 1

△ 1

25

[ 218 ］

30 △ 1

25 0

165 ＜参考＞

31

そ　　の　　他

合　　　　　計

公
営
企
業
等

6

会
計
部
門

水　　　　　道

小　　　計

149 人人口１万人当たり職員数

173

[   0  ］

97.93人)

△ 8

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

＜参考＞

（類似団体の人口１万人当たり職員数

27

14

9

9衛　　　生

9 業務の見直し8

業務の見直し28

38

商　　　工
普
通
会
計
部
門

計

一
般
行
政
部
門

農 林 水 産

議　　　会

平成20年

8



　

（参考）軽米町行政改革大綱後期計画における定員管理の数値目標（数・率）

①　平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

9.8 ％

人

区　分

純　減　数
平成22年4月1日

職　員　数

人
職員数

1

（３）定員管理の数値目標及び進捗状況（公営企業含む全職員）

1655

人

33294

人

18 人

43歳

平成17年4月1日

職　員　数

39歳35歳

人

～

人

1

人 人 人

7

人

5

終　　　期始　　　期

数　値　目　標

純　減　率

人

平成22年4月1日
平成18年度現員数の7.3％

（13人）の純減
平成18年4月1日

計　　画　　期　　間

183 人 165 人

51歳

～

47歳未満

3513

23歳

40歳36歳

～

56歳

～～

計

44歳

27歳

32歳28歳24歳
～ ～

52歳

～～

（２）年齢別職員構成の状況（平成20年4月1日現在）

20歳 20歳

31歳 55歳

32

以上

48歳

人

0

5

10

15

20

25

構成比

５年前の構成比

構成比（%）

年齢
20
歳
未
満

20
｜
23

24
｜
27

28
｜
31

32
｜
35

36
｜
39

40
｜
43

44
｜
47

48
｜
51

52
｜
55

56
歳
以
上
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（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

％

B/A

109

18年度の総費用に占

総費用に占める （参考）

26

△ 3 (100.0 ％)

－

26

△ 3△ 1

△ 1

32 31 30

△ 1△ 1

一般行政

職員数 178183

33

121 118

28

職員数

△ 18△ 8

職員給与費

173

△ 5

29

総費用

329,522

増　減

17,816

千円

（１）水道事業

30

(100.0 ％)

－

△ 5

千円

公営企業
等 会 計

職員数

区分

19年度
千円

ア　決算

％

A

基　本　給

3,623

人

　　  計　　B

平　均　年　齢区　　　　　分

千円 千円

区　分
A 給料 職員手当

(100.0 ％)△ 3

千円 千円

　給与費　 B/A

B める職員給与費比率

△ 3

40,459

千円

17年～20年

3年目部　門

17年

48.5 歳

374,552 円

軽　　米　　町

571,242 円

558,864 円

団　体　平　均 45.5 歳

数値目標

19年

計

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

1年目 2年目計画始期

区　分 （参考）20年

（各年４月１日現在）

千円

6 25,850

369,720 円

平均月収額

109

－

－

△ 12

115

(100.0 ％)△ 6

18年

教　　育

増　減 △ 3

増　減 △ 1△ 1

△ 3

27職員数

△ 12

165

純損益

165

①　職員給与費の状況

△ 18

７　公営企業職員の状況

（注）１　計画期間は、17年～22年の5年間です。
　　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年
　　　　までの職員増減数の累計を示します。

計
増　減

　一人当たり

期末・勤勉手当

イ　特記事項

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　　２　職員数は、平成20年3月31日現在の人数です。

10,986 40,459 6,743 6,874
19年度

②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成20年4月1日現在）

職員数

12.3

職員給与費比率又は

12.2

純損失

(参考)市町村平均給　　　　　　　与　　　　　　　費

一人当たり給与費
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団　体　平　均軽 米 町（一般行政職）軽　　　米　　　町

　１人当たり平均支給額（19年度） 　１人当たり平均支給額（19年度）

1.45 月分

 その他の加算措置

（19年度支給割合） （19年度支給割合）

1,831 千円 1,704 千円

1,586 千円

期末手当

1,950 千円

期末手当 勤勉手当

 その他の加算措置

3.0 月分

59.28月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

23.50月分

1.45 月分

自己都合

軽 米 町（一 般 行 政 職）

勧奨・定年

30.55月分

職務の級による加算措置

（加算措置の状況）

(1.6)月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成20年4月1日現在）

 １人当たり平均支給額 16,498 千円

（支給率）

59.28月分 59.28月分  最高限度額

 勤続３５年

 勤続２０年

・定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

 １人当たり平均支給額 22,581 千円

33.50月分

59.28月分

264 千円 325 千円

平成18年度

支給実績

平成19年度

職員１人当たり平均支給年額

 最高限度額

47.50月分 59.28月分  勤続３５年

41.34月分 勤続２５年

59.28月分47.50月分

・役職加算　5～10％ ・役職加算   　5～10％

41.34月分

軽　　　　　米　　　　　町

（支給率） 自己都合

 勤続２０年 23.50月分 30.55月分

勧奨・定年

ウ　時間外勤務手当

・定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

団　体　平　均

区　　　　　　　　　　分

 勤続２５年 33.50月分

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（加算措置の状況）

勤勉手当

　１人当たり平均支給額（19年度）

1,792 千円

(0.75)月分 (1.6)月分 (0.75)月分

3.0 月分
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192,864 円

189,250 円

宿日直手当

宿直又は日直勤務するこ
とを命ぜられたときに支給
されます。（勤務1回：4,200
円）

休日勤務手当

休日に勤務することを命ぜ
られた職員に対し支給され
ます。（1時間：勤務1時間
当たりの給与額の
135/100）

管理職手当

単身赴任手当

同じ

扶養親族のある職員に支
給されます。（月額：配偶
者13,000円、その他の者1
人当たり6,500円～11,000
円）

同じ

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給されます。
（月額：給料月額×18/100
以下）

異動等に伴い、住居を移
転し、やむを得ず配偶者と
別居することとなった職員
に対して支給されます。
（月額：23,000円、交通距
離により加算有り）

同じ

同じ

－

193 千円

1,136 千円

支給実績
（19年度決算）

－

134 千円

－

扶養手当

通勤手当

エ　その他の手当（平成20年4月1日現在）

－

26,880 円

住居手当

賃貸住宅居住者及び自宅
居住者等に支給されます。
（月額：賃金住宅居住者
27,000円以下、自宅居住
者3,000円）

同じ

通勤のために交通機関を
利用し、又は交通用具等
を使用している職員に支
給されます。（月額：交通
機関利用者70,000円以
下、交通用具等使用者
25,000円以内）

平均支給年額

（19年度決算）

手　当　名

支給職員１人当たり

534 千円 89,000 円

13,529 円

寒冷地手当

11月から翌年3月までの間
現に支給地域に居住する
職員に対して支給されま
す。（月額：7,360円～
17,800円）

同じ

同じ 41 千円

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる内容

－

６（３）へ一般職員と併せて記載しています。

管理職員
特別勤務手当

勤務1回：5,100円

④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

管理又は監督の地位にあ
る職員が週休日又は休日
等に勤務した場合に支給
されます。（勤務1回：4,000
円）

同じ －

－

－

異なる
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